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Ⅰ 三重県の医療を取り巻く環境等 

 

１ 三重県の地域特性と医療計画策定の趣旨 

 

本県は、面積約 5,774㎢、人口約 180 万人、県土は、東西に約 80km、南北

に約 170kmと南北に長く、北は愛知県、岐阜県に、西は滋賀県、京都府、奈良

県に、南は和歌山県にそれぞれ接し、北から南にかけて伊勢湾、熊野灘に面し

ています。 

  昭和 63（1988）年 12月に「三重県保健医療計画」を策定して以来、５年毎

に改訂を行ってきました。平成 25（2013）年３月の第５次改訂では、疾病・

事業ごとの数値目標の達成状況や具体的な取組内容を毎年評価しながら、保

健医療関係機関・団体等の協力のもと、各種の施策を展開してきたところです。 

また、平成 37（2025）年に向けて、病床の機能分化・連携、在宅医療の充実

を進めるため、平成 29（2017）年３月に三重県地域医療構想を策定しました。 

こうした中、医療を取り巻く環境の変化に対応すべく、県内の医療提供体制

の実態把握に努め、県民の皆さんが保健医療に対し、より一層の信頼と安心を

実感できるよう、患者本位の良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を

構築するために、平成 30年３月に新たな医療計画を策定し、県民の方々にお

示ししたところです。 

 

 

２ 医療計画における医療圏の設定状況等 

 

  本県医療計画では、特殊な医療や専門性の高い救急医療を除いて、県民が必

要とする入院に係る医療提供体制の整備を図るために、市町を超えて設定する

地域の範囲として、４つの二次医療圏を設定しています。 

各医療圏の状況は、次表のとおりとなっており、県内北部を圏域とする北勢

医療圏の人口が県全体の半数近くを占めるという特徴を持っています。 

また、すべての医療圏において、既存病床数が基準病床数を上回って存在す

る病床過剰圏域となっています。 
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【三重県全体図（二次医療圏および構想区域）】 

 



 

 5 

Ⅱ 北勢医療圏において緩和ケア病床を必要とする理由 

 

１ 緩和ケア病床の状況 

 

    本県では、東紀州医療圏を除き、各医療圏に緩和ケア病棟を持つ病院があり

ます。構想区域別にみると、平成 30年 12月１日時点で、伊賀、東紀州区域を

除く６区域において緩和ケア病棟を持つ病院があり、具体的には下表のとおり

です。 

北勢医療圏については、平成 25 年度に特例の取扱いが認められ、もりえい

病院 20床とみたき総合病院 25床が増床されています。また、鈴鹿中央総合病

院が、平成 30年 11月、緩和ケア病棟を設置しました。なお、緩和ケア専用病

院であった三重聖十字病院（25 床）は、平成 29 年 11 月 30 日から１年間休止

の後、従業者の確保ができないとの理由により、平成 30 年 11 月 30 日付けで

廃止されました。 

また、平成 28年７月から平成 29年６月の１年間の実績から算出した病床稼

働率は、北勢医療圏の緩和ケア病棟の平均は 88.8％であり、県平均の 83.3％

を上回っています。 

 

    【県内各構想区域における緩和ケア病棟の整備状況】 

 

医療圏 構想区域 病院名 病床数 備考 

北勢 

桑員         もりえい病院 20 H28.2 特例増床  

三泗         みたき総合病院 25 H29.6 特例増床  

鈴亀 鈴鹿中央総合病院 20 H30.11 開設 

中勢伊賀 
津       藤田医科大学七栗記念病院 20   

伊賀 - -   

南勢志摩 

松阪       

済生会松阪総合病院 24   

松阪厚生病院 20   

松阪市民病院 20   

伊勢志摩       
伊勢赤十字病院 20   

市立伊勢総合病院 20 H31.1 開設 

東紀州 東紀州 - -   
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Ⅲ 北勢医療圏における緩和ケア病床の増床 

  （特例を適用しようとする病床数の算定根拠） 

 

１ 北勢医療圏において増床が必要な病床数の算定 

 

（１）北勢医療圏において緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数 

   公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団が 2017 年度に全国の 20

歳から 79 歳の男女 1,000 名を対象に実施したアンケート調査「余命が限られ

た場合、どのような医療を受け、どのような最期を過ごしたいか」から、人生

の最終段階で受けたい治療について尋ねたところ、「生命予後を可能な限り長

くするよりも、痛みや苦痛を取り除く治療を希望する」と回答した人の割合は

58.1％でした。 

また、三重県医療保健部の統計では、平成 28年の県内がん死亡者数は 5,219

人であり、うち北勢医療圏でのがん死亡者数は 2,204人でした。 

これらのがん死亡者のうち 58.1％の方が「生命予後を可能な限り長くするよ

りも、痛みや苦痛を取り除く治療を希望する」として緩和ケア病院への入院を

希望する場合、北勢医療圏において緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数

は下記のとおり 1,281人となります。 

 

緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数 

＝ がん死亡者数 × 緩和ケア病院への入院を希望する人の割合 

＝ 2,204 人 × 58.1 ％ 

≒ 1,281人 

 

（２）県内緩和ケア病棟の平均在院日数 

   平成 29 年度の病床機能報告における県内緩和ケア病棟７病棟（年間データ

がある施設対象）の平均在院日数である 34.2日でした。 

 

（３）必要な緩和ケア病床数 

上記（１）～（２）から、北勢医療圏において必要病床数は下記のとおり、
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120床と算出されます。 

 

必要病床数 

 ＝ 緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数×平均在院日数÷365日 

＝ 1,281人 × 34.2日 ÷ 365日 

  ≒ 120床 

 

現在、北勢医療圏においては緩和ケア病床が 65 床設置されていますが、必要

病床数は上記のとおり 120 床であることから、55 床が不足している状況である

といえます。 

 

不足している病床数 

 ＝ 必要病床数 – 既に設置されている緩和ケア病床数 

＝ 120床 – 65床 

＝ 55床 

 

 

２ 鈴亀区域において増床が必要な病床数の算定 

 

（１）鈴亀区域において緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数 

  鈴鹿医療科学大学は、鈴鹿市の医師会及び緩和ケア専門医からの強い要請を受

けたこと等から、緩和ケア病床の整備を検討し、必要病床数を算出するために、

地区医師会の協力を得て、平成 29年 11月、鈴亀区域のがん診療連携拠点病院１

施設、がん診療連携推進病院１施設及び精神科を除くすべての診療所 167施設に

対してアンケート調査を実施し、平成 28 年度における「緩和ケア病棟入院対象

と考えられる患者数」を調査しました。 

 

 （アンケート結果） 

 【A】がん診療連携拠点病院１施設、がん診療連携推進病院１施設のがん患者退院

数のうち緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数 ＝ 498人 
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 【B】診療所において緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数 ＝ 153人 

 

  なお、上記【A】及び【B】には重複の可能性があることから、必要病床数の算

定にあたっては、必要病床数が最少となるすべての患者が重複した場合を想定し、

【A】の 498人を用いることとします。 

 

（２）県内緩和ケア病棟の平均在院日数 

   平成 29 年度の病床機能報告における県内緩和ケア病棟７病棟（年間データ

がある施設対象）の平均在院日数である 34.2日でした。 

 

（３）アンケート実施後の病床設置 

   鈴亀区域では、アンケート実施時点では緩和ケア病床の設置はありませんで

したが、平成 30年 11月、鈴鹿中央総合病院が既存の一般病床を活用し、新病

棟を開設して、緩和ケア病床 20 床を設置しました。必要病床数のうち、この

20床については不足が補充されたものとして除くこととします。 

 

（４）必要な緩和ケア病床数 

上記（１）～（３）から、不足する必要病床数は下記のとおり、27床と算出

されます。 

 

不足している病床数 

 ＝ 緩和ケア病棟入院対象と考えられる患者数 

× 平均在院日数 ÷ 365日 － 設置済緩和ケア病床数 

＝ 498人 × 34.2日 ÷ 365日 － 20床 

  ≒ 27床 
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３ 県の考え方 

 

本県としては、緩和ケア病床の増床について、下記のとおり、医療計画及び三重

県がん対策推進計画の方向性と一致し、地域医療構想との整合について問題はない

ことから、北勢医療圏及び鈴亀区域の状況を改善するため、不足する病床の範囲内

で、特例を適用することが適当であると考えています。 

  

（１）医療計画及び三重県がん対策推進計画における考え方 

  本県医療計画では、がん医療について、「各病期や病態に応じた、高度かつ適

切な治療が受けられる医療体制が必要である」としており、高度医療・希少が

ん診療の分野については集約化を図り、緩和ケアを含む標準的・集学的な医療

については、各構想区域で提供できるよう、均てん化を図ることとしています。

さらに、「がんと診断された時から、緩和ケアが受けられ、入院中だけでなく在

宅においても切れ目なく支援が受けられる体制が必要である」としています。 

  また、三重県がん対策推進計画（第４期三重県がん対策戦略プラン）におい

ては、「がん患者にとって緩和ケアが、拠点病院及び準拠点病院をはじめ、地域

の医療機関や在宅でも、切れ目なく提供される必要がある」としています。加

えて、「がん患者とその家族が地域において安心して緩和ケアを利用できる支

援体制が必要です。」と記載しています。 

  これらのことから、緩和ケア病床の増床がその有効な手立てのひとつである

との判断し、特定の病床等に係る特例的な取扱いの活用を検討するに至りまし

た。 

  特に、人口の多い北勢医療圏においては、緩和ケアの病床が不足しており、

また、がん患者数の増加に伴い、今後のニーズの増加も見込まれることから、

整備の必要性は高いと考えています。 

また、在宅療養を含め、身近な地域で緩和ケアが受けられる体制の充実が重

要であり、地域の診療所との連携や、レスパイト入院での利用も想定されるこ

とから、利便性の高い立地での整備が望ましいと考えています。 
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る振れ幅を考慮すれば、ほぼ満床に近いものであるということができると考え

られます。各病院に確認したところでは、年間の平均病床利用率は 88.8％です

が、月別の利用率では 90％を超える月もあり、日によっては満床であるために、

入院希望の患者を断ったり、しばらく在宅で待機するよう頼まざるを得ないこ

ともあるとのことでした。 

また、緩和ケア病棟の特性から、病床利用率を 100％により近づけることは

難しいという事情があります。 

緩和ケア病棟では、退院については死亡による退院が多数を占めることから、

計画的に実施することはできません。一方、入院については、患者にとっては

積極的な治療を終えることを意味する重大な決断であり、各病院においては治

療（療養）の内容を患者やその家族に十分に説明し納得を得ることが求められ

ます。入院患者の死亡に伴い患者を次々に入れ替えていくような機械的な対応

ではないことから、ある程度の空きベッドが生じることもやむを得ず、県とし

ては、88.8％というのは、一定程度高い数値であると思料します。 

以上のことから、北勢医療圏における緩和ケア病棟の平均病床利用率は病床

に余裕があるという状況を表しているものではなく、前記Ⅲのとおり緩和ケア

病床は不足しており、増床が必要であると考えられます。 

がん対策では、早期からの緩和ケアが重要であるとされ、緩和ケア病棟の機

能として、従来の看取りのケアに加え、外来や在宅への円滑な移行の支援が求

められています。人口の多い北勢医療圏及び鈴亀区域においてはとりわけ、緩

和ケア病床の必要性が、今後ますます高まっていくものと考えています。         
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Ⅳ 病床を設置しようとする医療機関の概要等（関係医療施設の現況と計画） 

 

     北勢医療圏では、学校法人鈴鹿医療科学大学が大学附属病院として緩和ケア病

院の新設を計画しています。 

 

１ 経緯 

  

    平成 26 年当時、鈴亀構想区域においては、緩和ケア病床と回復期リハビ

リテーション病棟が不足していたことから、鈴鹿市医師会は、既存の医療機

関に対して整備の呼びかけを行いましたが、区域内の医療機関から具体的な

整備計画は示されませんでした。 

このため、鈴鹿市医師会は、その整備に向けて、鈴鹿医療科学大学にこれ

らの役割を果たす大学附属病院の設置の要望を行いました。 

この要望を受け、鈴鹿医療科学大学は、附属病院の設立に向けて検討を進

め、平成 26 年４月、鈴鹿市医師会との連名で、大学附属病院の設立につい

て地域医療介護総合確保基金の活用事業に事業提案を行いました。この事業

提案については、鈴亀区域の属する北勢保健医療圏が病床過剰地域であった

ことなどから、県の採択には至りませんでした。 

以降、回復期リハビリテーション病棟については、地域医療構想調整会議

での協議も経て、区域内の医療機関において既存病床を利用しての整備が進

みましたが、緩和ケア病床については、医師会を中心に在宅療養支援への取

組が進み、その必要性がさらに高まる中においても、区域内において整備を

計画する医療機関は現れませんでした。 

そのため、鈴鹿医療科学大学は、緩和ケア病床の整備を目的とした大学附

属病院の設置向けて検討を進め、特定の病床等に係る特例的な取扱いによる

設立をめざすこととしました。 

その後、平成 30 年 11 月に、鈴鹿中央総合病院が既存病床を利用して 20

床の緩和ケア病棟を開設しましたが、鈴亀区域における緩和ケア病床は、依

然として不足している状況にあります。 
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２ 計画の概要 

  

（１）計画の概要 

    当該計画は、「学校法人鈴鹿医療科学大学附属緩和ケア病院（仮称）」とし

て新たに 25 床の大学附属病院の設置をめざすものであり、北勢医療圏のう

ち鈴鹿市を中心とした鈴亀区域において、とりわけ交通利便性の高い立地で

の開設を予定するものです。 

開設者となる学校法人鈴鹿医療科学大学は、さまざまな医療専門職を養成

している教育研究機関であり、大学附属病院としての緩和ケア病院の設立は、

教育研究面における地域貢献を一層可能とするものとしています。 

学校法人鈴鹿医療科学大学が既に開設している医療機関としては、鈴鹿医

療科学大学附属こころのクリニック（無床）と、鈴鹿医療科学大学健康管理

センター（大学内診療所）があります。 

当該計画の主な概要は次のとおりです。 

  

開設予定地 三重県鈴鹿市南玉垣町字東鼻野 7300番１ 

開 設 者 学校法人鈴鹿医療科学大学 

開設予定時期 ２０２１年３月 

診療科名 内 科 

病床数 

一  般 療  養 計 

２５床 ０床 ２５床 

※ 病院の新設に伴い、２５床の設置を計画しています。 

従業者数（予定） 常  勤 非 常 勤 

 医  師 １人 ３人 

 薬 剤 師 １人 ０人 

 看 護 師 １６人 ０人 

 看護補助者  １０人 ０人 

 管理栄養士 １人 ０人 

 臨床心理士 １人 ０人 

 医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ １人 ０人 

       合 計          常勤３１人         非常勤３人 
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（２）従業者の確保 

 

新設病院における従業者の確保について、鈴鹿医療科学大学は、医師について

は、開設当初は常勤１名非常勤３名とし、２年目からは常勤２名非常勤３名とす

る予定であり、その確保についてはすでに目途が立っているとしています。また、

鈴鹿医療科学大学には大学教員として医師免許の保持者が 12 名在籍しているこ

と、看護師等の職種については大学で養成していること、採用計画を作成し、事

前の検討を十分に行っていることから、医療スタッフの確保について問題はない

としています。 

 

 

（３）病床数 

 

前記Ⅲのとおり、緩和ケア病床は北勢医療圏において 55 床、鈴亀区域におい

て 27床不足している状況です。 

鈴鹿医療科学大学は、25床の緩和ケア病床の設置をめざしていますが、これは、

鈴鹿医療科学大学が実際の経営等も想定し、全国的にも 20～25 床が標準的であ

ることを踏まえて、25床が適当であると判断したものです。 

 

  



 

 17 

３ 特例の要件に該当すること 

 

医療法施行規則第 30 条の 32 の２第１項第８号関係の該当（「専ら末期のがん

その他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所」とは、

次に掲げる事項のいずれにも該当するものであること。）について、下記のとお

り該当することを確認しています。 

 

要件 該当状況 

① 「専ら末期のがんその他の悪性新生

物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病

院又は診療所」とは、末期のがんその他

の悪性新生物の患者で、疼痛などがん末

期の諸症状に対する治療を必要とする

ものを入院させ、病状告知、精神的支持

および疼痛治療を行う病院等をいうも

のであること。 

該当します。 

専ら末期のがんその他の悪性新生物

の患者に限り、入院加療を行うもので

す。治療を行うに際しても、他職種間の

連携を重視します。 

② 特例の対象となる病床は、当該病院

等の病床のうち、末期の医療を行うに当

たって必要な人員、病室及び体制を有す

る当該機能に係る病床に限るものであ

ること。 

該当します。 

新病院の建設にあたり、当該治療に係

る人員体制の確保と病室をはじめとす

る環境の整備を行います。 

 

 

 

４ 県の考え方 

 

鈴鹿医療科学大学は、平成３年に設立された医療に特化した４年制大学であり、

これまで多くの医療・福祉のスペシャリストを輩出しています。地域における同

大学への信頼は厚く、緩和ケア病院設立への期待も大きいことから、上記計画の

実現性や、病院開設後の適正な医療機能の提供に問題点はないと考えています。 

また、鈴亀区域においては緩和ケア病床が不足しており、地域包括ケアを推進

するうえでも、鈴鹿医療科学大学の新病院が地域のがん医療の機能充実に果たす

役割は大きいものと考えられます。 
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５ 地域における考え方 

 

鈴鹿医療科学大学が設立を計画している緩和ケア病院は、平成 29 年３月に策

定した三重県地域医療構想においては、北勢医療圏の鈴亀区域に位置します。 

平成 30年７月 25日及び 12月 19日に開催した鈴亀区域内の病床を有する医療

機関を集めた鈴亀地域医療構想意見交換会において、緩和ケア病床の整備につい

て意見交換を行いました。 

参加した医療機関からは反対意見はなく、12 月 19 日の意見交換会において、

鈴鹿医療科学大学による緩和ケア病床の整備計画について賛同を得ました。 

本年３月１日に開催した地域医療構想調整会議においては、鈴鹿医療科学大学

に出席を求め、病床整備計画の概要について説明を受けるとともに、県から新た

に整備される病床と将来の病床数の必要量との関係性や、新たに整備される病床

が担う予定の病床の機能と区域の病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量

との関係性等について説明し、協議を行いました。 

各委員から反対意見はなく、当該病床整備計画について、地域医療構想調整会

議の合意を得ました。 

 

 

６ 他の地域への影響 

 

   現在、鈴亀区域で緩和ケアを必要としている患者の一部は、他の構想区域へ流

出しており、鈴鹿医療科学大学の緩和ケア病院の設置により、この流出は一定程

度減少することが予想されます。 

   しかしながら、これまで、隣接する三泗構想区域において、流出の大きな受け

皿であった三重聖十字病院（25 床）は、平成 30 年 11 月 30 日に廃止しており、

新たに整備をめざす鈴鹿医療科学大学の病床は、その役割を補完する役割を果た

すこととなるため、経営的に大きな影響を受ける医療機関はないと考えられ、実

際に反対を唱えるような声も聞かれていません。  
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Ⅴ 総括 

 

現在、鈴亀区域には緩和ケア病棟が鈴鹿中央総合病院（一般病床 460床）の 20

床しかなく、患者や患者の家族にとって選択の幅がないうえに、同院内からの受

入が優先されることが考えられ、他院や在宅からのスムーズな受入には限界があ

ります。また、受入先がないために他県や遠方の緩和ケア病棟に入るしかないこ

とから、患者や家族にとって大変負担が大きく、住み慣れた土地で緩和ケア治療

を受けたいという希望を叶えられていない状況です。 

これらのことからも、県の施策に合致し、地域においても同意が得られている

鈴鹿医療科学大学による緩和ケア病院の開設による機能の強化がもたらす状況

改善への寄与度は高いと考えています。 

また、鈴鹿医療科学大学は、緩和ケア病院の設置に伴い、今後、教育機関とし

て、緩和ケア教育により一層力を注いでいくとしており、緩和ケアを学んだ医療

の専門職が多く輩出されることは、本県の医療の質の向上につながり、非常に望

ましいことと考えます。 

本県医療計画では、がん対策のめざす姿として「がん医療および各種支援を、

納得し、安心して受け、暮らしていくことができる」ことを掲げているところで

あり、今般の緩和ケア病院開設の計画を、現在、鈴亀区域がおかれている状況改

善策のひとつとして支援し、患者の立場に立った質の高いがん医療が受けられる

体制の確保、充実につなげたいと考えております。 


